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令和２年度 対馬市「島おこし協働隊員」募集要項 

（令和 2年 5 月 13 日付改訂版） 

 

対馬市 

 

対馬市では、都市地域の意欲あふれる人材を積極的に受け入れ、島の活性化に必要な施策を推

進するとともに、島への定住・定着を促進するために、次のとおり「島おこし協働隊員」を募集

いたします。 

 

１．  募集締切  

 

令和２年８月２１日（金）１７時  ※必着 

 

※上記期間中に応募受付後、随時選考を実施いたします。 

 

２． 選考方法  

（１）第一次選考（書類選考） 

書類選考の上、結果を応募者に通知いたします。 

 ※応募書類の詳細については「８．応募手続き」を参照 

 

（２）第二次選考（面接） 

第一次選考合格者を対象に、対馬市にお越しいただいての面接または「Zoom」でのＷｅｂ面接

を実施いたします。実施時間、選考方法につきましては公募係にて調整の上決定いたします。選

考結果は、面接後に文書で通知します。 

※応募にかかる経費（書類申請・面接旅費・Ｗｅｂ面接となる場合はマイク等の備品）はすべ

て応募者の負担となります。 

※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので予めご了承下さい。 

※不合格者の応募書類は全て本人に返送いたします。 

 

３． 着任準備  

第二次選考合格者につきましては選考終了後に着任に向けての調整を実施いたします。なお着

任の候補日は下記のとおりです。 

 

５月１日，６月１日，７月１日，８月１日，９月１日，１０月１日 

 

※応募受付日によっては着任日にかかるご希望に添えない場合もございますので、事前に公募

係までご相談ください。 

※今後、新型コロナウィルス感染症に対する予防措置として、着任日を変更する場合もござい

ますので、あらかじめご了承ください。 
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４．  募集人員  

下記の島おこし協働隊員を募集します。  

 

 

 

 

 

 

 ※選考状況により、公募期間中でも募集を終了する場合がございます。詳細につきましては公

募係までお尋ねください。 

 

５． 事業概要  

 

対馬市職員、市民、関係団体等と連携しながら、次に掲げる活動を行います。 

 

（１）コミュニティナース        （勤務地・所属課：対馬市内・地域包括ケア推進課） 

 

 予防、助け合い活動の仕組み作り、医療に従事する人材を確保するための仕組み作り、在宅医

療提供体制の構築を専門的な知識、外部の視点を活かしながら支援することを目的とします。 

 

・在宅医療や地域医療、予防活動の普及啓発及び在宅医療の負担軽減に繋がる「予防」を目的に 

医療、福祉的な視点から地域における各種活動、住民生活を支援 

（例）「まちの保健室」「地域活動」「各種カフェ」等の調査研究、立ち上げ、運営、運営支援 

・予防の新たな仕組みづくりを支援 

（例）「農」と「健康」「予防」「食育」を連動させた取り組みの組み立て、立ち上げ、活動支援 

・在宅医療の提供体制づくりの支援および医療人材確保のための仕組みづくりの支援 

 

（２）海の森再生支援担当            （勤務地・所属課：対馬市厳原町・水産課） 

 

海の森（藻場）を再生することで漁業者が安心し、安定的な生活を行うとともに、若者が島で

漁業を営み暮らせる環境づくりとその魅力づくりを目指します。また、「地域循環システム」のう

ち、「海の循環」を推進する歯車として、資源回復に積極的に取り組み、その具現化を図っていた

だきます。 

 

①対馬沿岸の藻場、生態系調査（現状把握、モニタリング） 

②藻場に影響を与える有害生物（未利用魚貝類）の有効活用に関する研究 

③対馬の海の魅力発信と藻場の役割・重要性の啓発 

④その他に海の森再生に必要な活動 

 

 

 

（１）コミュニティナース      ２名 

（２）海の森再生支援担当      １名 

（３）ＳＤＧｓ研究員        １名 

（４）北部対馬活性化プランナー   １名 

（５）しまぐらしコーディネーター  １名 ※募集終了しました 
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（３）ＳＤＧｓ研究員            （勤務地・所属課：対馬市内・しまの力創生課） 

  

 SDGs 研究員として、環境・社会・経済分野の統合的かつ戦略的なデータ収集・分析を行い、客

観的なデータに基づく地域課題解決策を提案。当市における SDGs 推進に貢献いただきます。 

①SDGs 推進に関するデータ分析と課題の抽出及び解決策の提案 

・内部データ、オープンデータ、ビッグデータ、対馬関係既存研究の整理・分析 

・分析データに基づく SDGs 推進上の地域課題及び政策課題の抽出 

②地域の実情に即した調査研究の企画及び実施、分析を踏まえた地域課題解決策の提案 

③ESD（持続可能な開発のための教育）推進支援 

・対馬グローカル大学（仮称）運営支援 

・対馬市 SDGs 実践塾運営支援 

・学校教育での ESD 推進支援 

④域学連携（地域と大学との連携による地域づくり）における学生や研究者の活動サポート 

 

（４）北部対馬活性化プランナー        

（勤務地・所属課：対馬市上対馬町・上対馬振興部地域振興課） 

 

対馬北部の玄関口である比田勝港を起点とする様々な旅行プランを企画・立案するとともに、国

国内外への情報発信を行っていただきます。それらの活動を通じて旅行者を増やすことにより、

地域の観光業・商工業の発展を目指します。 

 

・観光地としての対馬の魅力の調査および島内外の旅行業者との連携を通じて、多様な旅行プラ

ンの企画・提案を行う。 

・対馬北部を中心とした対馬の観光情報発信を行う。 

・国内外の旅行者の誘致を行う。 

・対馬北部の旅行ガイド発掘・育成を行う。  

 

（５）しまぐらしコーディネーター  （勤務地・所属課：対馬市厳原町・しまの力創生課） 

 

自らの移住経験や市が実施する行政サービス等に基づき、移住希望者への情報発信・さまざまな

サポートをしまぐらし応援室の一員として担っていただきます。 

 

①移住希望者および移住者への情報発信および各種サポート 

 ・ポータルサイト等での情報発信  

 ・移住希望者への相談対応（窓口・電話の他、都市部における移住相談会等のイベントを含む） 

 

②市各部局や関係機関、地域との連携・協働を通じた移住施策のサポート 

・ハローワーク、不動産事業者等と連携した「仕事」「住まい」情報の把握 

 ・コミュニティ支援担当と連携した市内行政区ごとの特色把握及び空き家情報の把握 

 

※対馬市の移住情報発信については、http://tsushima-iju.jp/をご参照ください。 
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６． 募集条件（共通） 

 

・ 過疎・山村・離島・半島地域以外の都市地域に住民票がある方（総務省ＨＰ掲載の「特別交

付税措置に係る地域要件確認表」を参照）で、自然や文化が色濃く残る島社会への移住を希

望し、対馬市に住民票を移動できる方 

・ 環境保全や離島振興など、社会貢献度が高く使命感に溢れる職種を希望する方 

・ ソーシャル・ビジネスやコミュニティ・ビジネスに関心のある方 

・ 積極的に島社会に入り込み、地域活動をともにできる方。受入組織および住民等と十分にコ

ミュニケーションが取れる方 

・ 自ら情報を収集・分析し、企画立案・実践活動できる方 

・ 普通自動車運転免許を所持し、実際に運転できる方 

・ パソコンやメールなど一般的な操作ができる方 

・ 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当しない方 

 

７． 募集条件（担当別） 

 

（１）コミュニティナース       

 ・看護師免許を取得している方（準看護師免許も可） 

・「予防」「助け合い」などの活動を住民と一緒になって立ち上げたり、運営の支援を行政等関

係者と協働して行うことができる方。 
 

（２）海の森再生支援担当       

・高等学校又は大学等で自然科学系（理学部、水産学部系統）の科目を履修し、卒業した者 

・過去に藻場、海藻類関係の調査・研究に従事したことがある者 

・潜水作業に従事できる者（潜水士免許を取得している者または取得見込みの者） 

 

（３）ＳＤＧｓ研究員           

・SDGs に関心があり、データや研究に基づく現場での実践活動を志向する方 

・GIS や社会調査法等、データ関係の大学講義を受講し、戦略的にデータ収集分析でき、客観的

なデータに基づいて課題解決策や政策提案できる方 

・地域に溶け込み、信頼関係を築きつつ、調査研究や実践活動できる方 

 

（４）北部対馬活性化プランナー 

・旅行業・観光業に係る業務に従事した経験がある方（１年以上） 

 

（５）しまぐらしコーディネーター 

・多様な移住者ニーズに対応できるコミュニケーション能力を有している方 

・組織の一員として相互協力ができる方 

・ホームページ、ＳＮＳ等のツールを活用し、移住希望者へ的確な情報発信ができる方 
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８． 待遇等（予定） 

 

待 遇 内 容 

雇用形態・身分 対馬市会計年度任用職員（地方公務員法第 22条の 2第 1 項第 1号）として

任用 

雇用期間 着任日～令和 3年 3月 31 日 

※年度ごとに勤務成績等を勘案し、再度の任用の可能性あり（着任日から最長３年） 

報 酬 月額報酬：21 万円当月 21 日支給（21 日が土日祝祭日の場合、その直前の

平日に支給） 

 

手当等 

賞与：年 2 回（月額報酬×1.3 月分を 6 月・12 月に支給）※任用日によっ

ては期間率あり 

通勤手当：あり（市の規則に基づき支給） 

※その他、手当等なし 

休 日 週休日：土曜日・日曜日 

休 日：祝祭日、年末年始（12/29～1/3） 

休 暇 年次有給休暇、病気休暇、夏季休暇等 

勤務時間 週 35時間（7時間/日×5日） 

社会保険等 健康保険、厚生年金、雇用保険に加入 

その他 活動に応じて対馬島内での異動の可能性あり 

活動に必要な車両、パソコンは貸与 

 

９．応募手続き  

 

次の（１）～（４）を次ページの申込先あてに郵送して下さい。  

 

（１）履歴書（市販のもの） １部  

※応募動機、携帯以外のメールアドレスを必ず記入して下さい。 

※顔写真を貼付して下さい。 

※職務経歴書は必要に応じて添付して下さい。 

※自己ＰＲを別紙（A4判横書き・両面印刷不可）で添付してもかまいません。 

※連絡先の住所、電話番号（必ず本人と連絡の取れる電話番号）を明記してください。 

※ご希望の着任日を明記してください。 

 

（２）小論文 １部  

様 式：A4 判横書き 1,500 字以上 2,000 字以内（両面印刷不可） 

テーマ：希望する担当業務を必ず明記の上、その業務に関し、自分がどのような面で貢献でき

るか簡潔に記述してください。  

 

（３）住民票 １部 （お住まいの地域によっては、都市地域都市部であったとしても受付対象外

となる可能性がありますので、その確認のため提出をしていただきます。） 
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（４）返信用封筒 １通：A4 判が入る封筒に住所と氏名を書いて 140 円切手を貼付して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．その他  

 

・現役隊員の活動については公募係までおたずねください。 

・応募をご検討の方で、事前に現地対馬の下見等をご希望される方につきましては公募係までお

気軽にお問い合わせください。 

・採用決定後、引越にかかる経費支援はございません。住居等、島暮らしのための準備のお手伝 

いはいたします。 

 

 

【申込み・問い合わせ先】 

〒817-8510 長崎県対馬市厳原町国分 1441 番地 

対馬市 しまづくり推進部しまの力創生課「島おこし協働隊員公募係」（担当：崔
さい

） 

Tel：0920-53-6111㈹ Fax: 0920-53-6112 E-mail: sikyou＠city-tsushima.jp 

         ※送信の際は、全角＠を半角@に変換してください 

 


